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庶務課主幹 中 山 崇
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議事調査課議事係長 土 方 智 樹

議事調査課主任 江 部 なな恵
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８ 会議の概要

委員長 ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。

まず、委員会記録の署名委員に金谷委員、舎川委員

を指名いたします。

本日の協議事項は、お手元に配付のとおりでありま

す。

初めに、協議事項の１番目、追加議案についてであ

ります。

このことについて、当局から説明があります。

財務部長 〔議案概要書（追加提出分）により説明〕

委員長 ただいまの説明について、何か質問等はありません

か。

〔発言する者なし〕

委員長 ないようですので、この程度にとどめます。

当局の皆さんは、退室願います。

〔財務部退室〕

委員長 今ほど財務部長から説明がありましたとおり、本定

例会最終日である１２月１８日（木曜日）に予算案

件３件、その他の案件１件が追加提出される予定に

なっております。

これらの案件について、議長は、所管する予算決算

委員会及び経済教育委員会へ付託するとの判断を示

しておられます。

そこで、これらの案件については、１８日の本会議

において、提案理由説明、議案質疑の後、本会議を

一旦休憩し、休憩中に予算決算委員会及び総務環境

分科会、厚生分科会、経済教育分科会、建設分科会、

並びに経済教育委員会を開いて審査を行うことにい

たしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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委員長 それでは、そのように決定いたします。

なお、追加議案の議案概要書及び議案説明資料につ

いては、この委員会終了後に、また、議案書につい

ては、１２月１７日（水曜日）に配付いたします。

ここで、本件に対する議案質疑及び討論の通告期限

について確認しておきたいと思います。

まず、議案質疑の通告期限については、議案質疑が

行われる日の前日に当たる１２月１７日（水曜日）

の正午まで、また、討論の通告期限については、１

２月１７日（水曜日）の正午までを第一期限とし、

これと対になる立場での討論の通告期限が１２月１

７日（水曜日）の午後５時までとなりますので、御

承知おきください。

以上で、追加議案についての協議を終了します。

この後、議案の審査を行いますので、しばらくお待

ちください。

〔議会事務局着席〕

委員長 次に、協議事項の２番目、本委員会に付託されまし

た議案の審査を行います。

議案第１７９号 富山市議会議員の議員報酬、費用

弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条

例制定の件

を議題といたします。

これより、事務局の説明を求めます。

議会事務局長 〔挨拶〕

庶務課長 〔議案概要書（人件費分）により説明〕

委員長 これより、質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長 ないようですので、これをもって、議案の質疑を終

結いたします。
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これより、議案第１７９号の討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長 討論なしと認めます。

これより、議案第１７９号を採決いたします。

本案件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長 御異議なしと認めます。

よって、本案件は原案可決されました。

以上で、本委員会に付託されました議案の審査を終

了いたします。

議会事務局の皆さんは、退席願います。

〔議会事務局退席〕

委員長 次に、協議事項の３番目、当委員会に付託されまし

た

令和７年分請願第２号 免税軽油制度の継続を求め

る意見書の提出を求める請願

を議題といたします。

請願文書表は、お手元に配付のとおりであります。

まず、事務局に請願文を朗読させます。

事務局 〔請願文を朗読〕

委員長 それでは、本請願について、御意見等はございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長 ないようですので、この程度にとどめます。

次に、念のため確認いたしますが、本請願を継続審

査とするとの御意見はございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長 それでは、引き続き、審査を続けます。

これより、令和７年分請願第２号の討論に入ります。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長 討論なしと認めます。

これより、令和７年分請願第２号を挙手により、採

決いたします。

本請願は、採択することに賛成の諸君の挙手を求め

ます。

〔賛成者挙手〕

委員長 挙手全員であります。

よって、本請願は採択とすることに決定しました。

以上で、当委員会に付託されました請願の審査を終

了いたします。

委員各位に御相談申し上げます。

協議事項２番目及び３番目における委員長報告につ

いては、正・副委員長に御一任願いたいと思います

が、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長 それでは、そのように取り計らいます。

なお、意見書の提出を求める請願が付託委員会で採

択された場合、請願の紹介議員や賛成議員が議員提

出議案を提出することとなっております。

紹介議員は、さきに提示した意見書を本定例会で提

出される意向を示しておられますので、提出され次

第、事務局より各会派に配付させたいと思います。

次に、協議事項の４番目、各会派で御検討をいただ

くことになっておりました意見書・決議についてで

あります。

それでは、各会派で御検討いただきました結果を順
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次、お聞かせください。

まず、１番目の「刑事訴訟法の再審規定（再審法）

の早期改正を求める意見書」について、御意見をお

聞かせください。

久保委員 賛成です。

柏委員 賛成です。

東委員 賛成です。

委員長 全会一致で賛成でありますので、議運として議員提

出議案とすることに決定いたしました。

次に、２番目の「持続的な自治体病院経営に向けた

緊急的財政支援を求める意見書」について、御意見

をお聞かせください。

久保委員 賛成です。

柏委員 賛成です。

東委員 賛成です。

委員長 全会一致で賛成でありますので、議運として議員提

出議案とすることに決定いたしました。

次に、３番目の「信頼される生活保護制度の確立を

求める意見書」について、御意見をお聞かせくださ

い。

久保委員 賛成です。

柏委員 賛成です。

東委員 賛成です。

委員長 全会一致で賛成でありますので、議運として議員提

出議案とすることに決定いたしました。

次に、４番目の「脳脊髄液漏出症患者の救済を求め
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る意見書」について、御意見をお聞かせください。

髙田委員 賛同します。

久保委員 調査・研究です。

東委員 調査・研究です。

委員長 全会一致の賛成ではありませんので、議運としては

議員提出議案として取り扱わないことに決定いたし

ました。

次に、５番目の「地方税財源の充実確保を求める意

見書」について、御意見をお聞かせください。

髙田委員 賛同します。

久保委員 調査・研究です。

東委員 賛成です。

委員長 全会一致の賛成ではありませんので、議運としては

議員提出議案として取り扱わないことに決定いたし

ました。

次に、６番目の「地域医療を守るための緊急対策を

求める意見書」について、御意見をお聞かせくださ

い。

髙田委員 調査・研究です。

久保委員 調査・研究です。

柏委員 調査・研究です。

委員長 全会一致の賛成ではありませんので、議運としては

議員提出議案として取り扱わないことに決定いたし

ました。

次に、７番目の「多文化共生のための社会基盤整備

を求める意見書」について、御意見をお聞かせくだ
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さい。

髙田委員 賛同いたしかねます。

久保委員 反対です。

柏委員 反対です。

委員長 全会一致の賛成ではありませんので、議運としては

議員提出議案として取り扱わないことに決定いたし

ました。

次に、８番目の「「外国人による日本の土地購入を

規制する法律」の制定を求める意見書提出に関する

陳情」について、御意見をお聞かせください。

髙田委員 調査・研究です。

久保委員 調査・研究です。

柏委員 調査・研究です。

東委員 反対です。

委員長 全会一致の賛成ではありませんので、議運としては

議員提出議案として取り扱わないことに決定いたし

ました。

次に、９番目の「「全ての公務員の任用に国籍条項

を定める法律」の制定を求める意見書提出に関する

陳情」について、御意見をお聞かせください。

髙田委員 賛同しません。

久保委員 調査・研究です。

柏委員 反対です。

東委員 反対です。
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委員長 全会一致の賛成ではありませんので、議運としては

議員提出議案として取り扱わないことに決定いたし

ました。

次に、１０番目の「臓器移植に関わる不正な臓器取

引や移植目的の渡航等を防止し、国民が知らずに犯

罪に巻き込まれることを防ぐための環境整備等を求

める意見書提出の陳情」について、御意見をお聞か

せください。

髙田委員 賛同いたしません。

久保委員 反対です。

柏委員 反対です。

東委員 調査・研究です。

委員長 全会一致の賛成ではありませんので、議運としては

議員提出議案として取り扱わないことに決定いたし

ました。

それでは、ここまでの協議内容について、事務局か

ら確認させます。

議事調査課長 それでは、ただいまの協議結果について確認をいた

します。

全会一致の賛成となりましたのは、１番から３番ま

での３つでございます。

また、全会一致の賛成とならなかったのは、４番か

ら１０番まででございます。

次に、全会一致で賛成となったものにつきましては、

議会運営委員会の委員の中で御提案いただいており

ますので、提案者のお願いをいたします。

まず、１番の「刑事訴訟法の再審規定（再審法）の

早期改正を求める意見書」につきましては、議員提

出議案第１４号で、久保委員から提案をお願いたし

ます。

次に、２番の「持続的な自治体病院経営に向けた緊

急的財政支援を求める意見書」につきましては、議
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員提出議案第１５号で、松井委員から提案をお願い

たします。

次に、３番の「信頼される生活保護制度の確立を求

める意見書」につきましては、議員提出議案第１６

号で、金谷委員から提案をお願いたします。

説明は以上でございます。

委員長 ただいまの説明のとおりでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長 それでは、そのように決定いたします。

なお、全会一致とならなかった意見書のうち、所定

の賛成者を集めて、改めて議員提出議案として提出

される場合は、その案文を、来週、１２月１５日（

月曜日）の正午までに事務局に提出してください。

事務局には、同日中に各会派に一覧表を配付させた

いと思います。

次に、協議事項の５番目、議員派遣の件についてで

あります。

このことについては、お手元の資料２のとおりです。

この件については、会議規則第１１１条第１項の規

定により、議会の議決でこれを決定することとなっ

ており、今定例会最終日、１２月１８日（木曜日）

の本会議において、議長発議により議題とし、会議

規則第３７条第３項の規定により、提案理由説明及

び委員会への付託を省略したいと思いますが、その

ように進めることとしてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長 それでは、そのように決定いたします。

ここで、先ほどの議員提出議案及び議員派遣の件に

おける質疑及び討論の通告期限について確認してお

きたいと思います。

まず、質疑の通告期限については質疑が行われる日

の前日、１２月１７日（水曜日）の正午まで、また、

討論の通告期限については１２月１６日（火曜日）
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の午後５時までを第一期限に、これと対になる立場

での討論の通告期限が１２月１７日（水曜日）の正

午までとなりますので、御承知おきください。

次に、協議事項の６番目、本会議の進め方について

であります。

先ほどの追加議案、議員提出議案及び議員派遣の件

を踏まえて、最終日の本会議の進め方について、お

手元の資料３に沿って事務局より説明させます。

議事調査課長 〔資料３により説明〕

委員長 それでは、最終日、１２月１８日の本会議の進め方

につきましては、今ほど説明のありましたとおり、

進めることとしてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長 それでは、そのように決定いたします。

以上で、本日の協議事項は全て終了いたしました。

ここで、髙田委員から事前に発言の申出がありまし

たので、髙田委員、発言願います。

髙田委員 お時間をいただいてありがとうございます。

議員提出の意見書（案）、決議（案）の提出期限に

ついて提案をさせていただきたいと思っております。

現在は提出期限が一般質問最終日の前日の午後５時

となっているのですけれども、その次の日の議運で

提示され、そして今日の議運での審査と、賛同する

のかしないのかを協議するまでの日数が、さきの９

月定例会も今定例会も中２日しかなかったのです。

しかも、その期間は常任委員会が開催されていて、

賛同するのかしないのかを決めるまでの時間がちょ

っとタイトなので、意見書（案）の本数が多くなる

と、もう少し時間が欲しいなと思っております。

できれば、定例会初日の請願の締切に合わせるよう

に議員提出の意見書（案）の期限を設けていただけ

れば調査する時間が１週間以上あるので、そのよう

に変更していただけないか、検討をお願いしたいと
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思っております。以上です。

委員長 ただいま髙田委員から御発言がありましたことにつ

いて、事務局に案を作成させたいと思いますが、そ

のように進めることとしてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長 それでは、そのように決定いたします。

これをもって、議会運営委員会を閉会いたします。
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令和７年１２月定例会

（令和７年１２月１２日）

議会運営委員会記録署名

委 員 長 鋪 田 博 紀

署名委員 金 谷 幸 則

署名委員 舎 川 智 也


